
住宅市街地基盤整備事業に係る事後評価実施要領細目

第１ 事後評価の対象とする事業の範囲

事後評価の対象とする事業の範囲は、住宅市街地基盤整備事業制度要綱（平成

16 年４月１日国土政第３－４号、以下「制度要綱」という。）に基づく住宅市街

地基盤整備事業（立替助成、住宅宅地事業推進費及び住宅宅地関連公共公益施設

整備事業助成金を除く。）（以下「住宅基盤事業」という。）とする。

第２ 事後評価を実施する事業

１ 事業完了の定義

実施要領第３の「事業完了」とは、原則として事業単位に含まれる公共施設等

に対する国庫補助が全て完了した時点とする。

２ 事後評価を実施する事業

(1) 第１に定める事業の完了後５年を経過した事業

(2) 第４の２(2)又は(3)の改めて事後評価を行う必要があると判断した事業

３ 事業の単位

事業評価は、原則として団地単位で行うものとする。ただし大規模な団地をい

くつかに区分して段階的に整備する場合は、必要に応じて適切に事業単位を分割

して行うことができるものとする。

第３ 事後評価の実施及び結果等の公表

１ 事後評価の実施手続き

(1) 事後評価の実施主体

事後評価の実施主体は、制度要綱第３に定める補助事業者とする。ただし、一

の団地に関して補助事業者が二以上である場合には、当該補助事業者が共同して

事後評価を実施するものとする。また、管理主体が補助事業者と異なる場合にあ

っては、補助事業者は管理主体と調整を行い、実施主体を決定するものとする。

(2) 事後評価の実施時期は以下のとおりとする。

① 第２の２(1)に該当する事業にあっては、事業完了後５年目の年度末までに

実施する。

② 第２の２(2)に該当する事業にあっては、事後評価の実施主体の長が実施時

期を決めるものとする。

(3) 事後評価に係る資料

事後評価の実施主体は、事後評価を行うにあたって必要となる以下の資料を作

成する。なお、必要に応じ資料の追加等ができるものとする。

① 事業概要（住宅宅地事業及び住宅基盤事業に係るもの）

② 第４の１に定める項目に係る資料



２ 審議結果の報告

第５に定める事業評価監視委員会の審議において、同種事業の計画・調査のあ

り方や事業評価手法の見直しの検討の必要性について指摘された場合、事後評価

の実施主体は、国土交通省各地方整備局、北海道開発局又は沖縄総合事務局を経

由して、住宅建設事業については国土交通省住宅局に、宅地開発事業については

国土交通省土地・水資源局に報告する。国土交通省住宅局又は土地・水資源局は、

この報告を踏まえ、必要に応じ、同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法

の見直しについて検討を進める。

３ 改善措置の実施主体

改善措置の実施主体は補助事業者とする。ただし、管理主体が補助事業者と異

なる場合にあっては、補助事業者は管理主体と調整を行い、実施主体を決定する

ものとする。

４ 事後評価の結果、対応方針等の公表

(1) 事後評価の実施主体は、事後評価を実施した事業の一覧表、事後評価に係る

資料、審議結果及び対応方針を、対応方針の決定理由、結論に至った経緯、事

後評価の根拠とともに、国土交通省各地方整備局、北海道開発局又は沖縄総合

事務局を経由して、住宅建設事業については国土交通省住宅局に、宅地開発事

業については国土交通省土地・水資源局に報告し、これらを公表するものとす

る。

(2) 国土交通省住宅局又は土地・水資源局は、審議結果において、同種事業の計

画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性について指摘された場合、

その対応について、適宜、公表する。さらに、見直し等について検討した場合、

その結果による反映状況について、適宜、公表するものとする。

(3) 公表方法

事後評価の実施主体における閲覧等によるものとする。

第４ 事後評価の手法

１ 事後評価手法の設定

事後評価は、原則として以下の項目に基づき実施するものとする。

(1) 費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化

(2) 関公事業の効果の発現状況

(3) 関公事業実施による環境の変化

(4) 住宅宅地事業及び関公事業を巡る社会経済情勢等の変化

なお、評価の内容については、別に定める。

２ 対応方針の決定

事後評価の実施主体は、１に定める項目について評価を行い、次のいずれかか

ら、今後の対応方針を決定する。

(1) 効果の発現が概ね十分で、改善措置の必要なし

(2) 効果の発現が十分ではないが、今後時間の経過により効果の発現が期待でき

るため、それを観測するとともに、更に一定期間後に評価を実施



(3) 効果の発現が十分ではなく、改善措置の検討及び実施を加えた上で、更に一

定期間後に評価を実施

なお、対応方針を決定する際の判断基準等については、別に定める。また、

事後評価の実施主体は、地域の実情や個別事業の特性等に応じて適切な評価手

法を設定することができるものとする。

３ 改善措置の検討

事後評価の実施主体は、事業の目的等を踏まえ、管理主体と調整し、運用面、

施設面等の視点から適切な改善措置の検討を行う。

第５ 事業評価監視委員会

１ 事後評価の実施に当たっては、国土交通省所管公共事業の再評価実施要領に基

づいて設置された事業評価監視委員会の意見を聴き、これを尊重する。

２ 事業評価監視委員会に提出する資料

事業評価監視委員会に提出する資料は、以下の通りとする。

(1) 事後評価に係る資料

(2) 改善措置及び対応方針（事務局案）

(3) 事後評価を実施する事業の一覧

第６ 施行期日

本細目は、平成 16 年１月 15 日から施行する。

附 則

改正後の細目は平成 16 年４月１日から施行する。



（別紙）

住宅市街地基盤整備事業における事後評価の

評価の内容及び対応方針の判断基準（案）

１ 評価の内容及び対応方針の判断基準

(1) 費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化

新規採択時評価における費用対効果分析に際して、費用及び便益の算出基礎

となった要因について、新規採択評価時と事後評価時との間における変化の有

無、また、それらの費用対効果分析の結果への影響の有無。

(2) 住宅基盤事業の効果の発現状況

住宅基盤事業の実施した結果、以下の項目について効果が十分に発現されて

いるどうか、総合的に評価を行う。

①住宅宅地供給状況：

住宅宅地事業の計画供給戸数あるいは計画供給面積に対して、住宅建設ある

いは宅地造成が実施されているか。

②施設整備効果：

住宅基盤事業により整備を実施した施設について、当初見込まれた効果が十

分に発現されているか。

(3) 住宅基盤事業実施による環境の変化

環境への配慮事項の実施結果について、当初見込まれた効果が十分に発現さ

れているか。また、事業後に周囲の環境に影響を与えていないか、与えている

場合はその内容について評価を行う。

(4) 住宅宅地事業及び住宅基盤事業を巡る社会経済情勢等の変化

社会経済情勢の変化、上位計画の変更、自然環境条件の変化等が、住宅宅地

事業及び住宅基盤事業に及ぼした影響の有無。



２ 評価結果と対応方針

評価項目 対応方針

ケ (1) 費用対 (2) 住宅基盤事業の効果の発 (3) 住宅基盤 (4 ) 住宅宅

－

効 果 分 析 現状況 事業実施に 地 事 業 及

ス の 算 定 基 よる環境の び 住 宅 基 改善 再度の

礎 と な っ ①住宅宅地 ②施設整備 変化 盤 事 業 を 措置 事後評価

た 要 因 の 供給状況 効果 巡 る 社 会

変化 経 済 情 勢

等の変化

変 化 な し 、 概ね計画通り 効果の発現が 効果の発現が 変 化 な し 、

Ⅰ あ る い は 好 概ね十分 概ね十分、あ あ る い は 好

（ 右 の 全 影 響 を 及 ぼ るいは環境へ 影 響 を 及 ぼ 不要 不要

てに該当） す変化有 の好影響有 す変化有

悪 影 響 を 及 計画通りでは 効果の発現が 効果の発現が 悪 影 響 を 及

ぼ す 変 化 が ないが、 今後 十分ではない 十分ではない、 ぼ す 変 化 が

Ⅱ あ る が 、 今 時間の経過に が、今後時間 あるいは環境 あ る が 、 今

（ 右 の い 後 時 間 の 経 より 計画の達 の経過により への悪影響が 後 時 間 の 経

ずれかに 過 に よ り 改 成が期待でき 効果の発現が あるが、今後 過 に よ り 改 不要 要

該当） 善 が 期 待 で る 期待できる 時間の経過に 善 が 期 待 で

きる より効果の発 きる

現あるいは改

善が期待でき

る

悪 影 響 を 及 計画通りでは 効果の発現が 効果の発現が 悪 影 響 を 及

ぼ す 変 化 が ないが、改措 十分ではない 十分ではない、 ぼ す 変 化 が

Ⅲ あ る が 、 改 置を講じるこ が、改善措置 あるいは環境 あ る が 、 改

（ 右 の い 善 措 置 を 講 とにより計画 を講じること への悪影響が 善 措 置 を 講

ずれかに じ る こ と に の達成が期待 により効果の あり、改善措 じ る こ と に 要 要

該当） よ り 改 善 が できる 発現が期待で 置を講じるこ よ り 改 善 が

期待できる きる とにより効果 期待できる

の発現るいは

改善が期待で

きる


